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令和５年度 第１回 総合教育会議 

 

期日：令和５年９月２８日 

午後 4 時 00 分～ 

場所：湯前町役場 応接室 

１．開   会 

 

２．町長挨拶 

 

３．教育長挨拶 

 

４．議   題 

 （１）教育大綱の改訂について 

 （２）奨学金制度等について 

 （３）学校施設の整備について 

 

５．そ の 他 

 

６．閉   会 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

（総合教育会議） 

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協

議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設

けるものとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を

図るため重点的に講ずべき施策 

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見

込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 地方公共団体の長 

二 教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 

４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方

公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができ

る。 

５ 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学

識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は

会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、こ

の限りでない。 

７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところによ

り、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、

その調整の結果を尊重しなければならない。 

９ 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定め

る。 
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（１）教育大綱の改訂について 

 

（大綱の策定等） 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌

し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施

策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条

第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行

する権限を与えるものと解釈してはならない。 
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(決算審査資料）

令和4年度
  奨学金・入学準備金貸付基金の運用状況 現在

(単位:円)

　 前年度末   令和4年度 令和4年度の内訳

   現 在 高 増 減  年度末現在高 貸付+猶予

　貸　付　金 貸付人数 5 名

　預  　　金 据 置 中 3 名

 　 合　計 猶 予 1 名

返還人数 27 名

計 36 名

（年間内訳）            　　　  (単位：円、件)

前年度末 令和4年度

現 在 高 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年間合計

件数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60件

金額 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000

件数 0件

金額 0

件数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60件

金額 35,718,058 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000

件数 22 21 49 45 32 22 23 27 24 25 23 25 338件

金額 493,500 453,500 1,123,500 963,500 713,500 495,000 488,500 557,000 518,500 518,500 503,500 523,500 7,352,000

件数 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15件

金額 28,000 28,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 28,000 14,000 210,000

件数 24 23 50 46 33 23 24 28 25 26 25 26 353件

金額 521,500 481,500 1,137,500 977,500 727,500 509,000 502,500 571,000 532,500 532,500 531,500 537,500 7,562,000

件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件

金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件

金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数

金額 35,718,058 35,396,558 35,115,058 34,177,558 33,400,058 32,872,558 32,563,558 32,261,058 31,890,058 31,557,558 31,225,058 30,893,558 30,556,058 30,556,058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現在高 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

令和5年3月31日

　　区　分

35,718,058 2,400,000 7,562,000 30,556,058 （奨 5名、入0名）

34,281,942 7,562,000 2,400,000 39,443,942 （奨  3名）

70,000,000 9,962,000 9,962,000 70,000,000 （奨  1名）

新規貸付 2名（奨2名・入0名）　償還満了 4名（奨4名、入0名） （奨 26名、入 1名）

（前年度貸付人数＋新規貸付人数）
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（２）奨学金制度等について 
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年度 小学校 中学校 共同調理場

s56 校舎改築

s57

s58

s59 校舎改築

s60 玄関工事

s61

s62

H1 国旗掲揚台新設 青雲橋・夕日橋整備

H2 体育倉庫整備

H3

H4 体育館改築

H5

H6

H7

H8

H9 屋外トイレ新設 エレベーター設置

H10 PC教室改修

H11 PC教室改修

H12 外壁外装改修

H13 下水道接続・防犯設備整備

H14 校内LAN・図書室空調

H15

H16

H17

H18 新体育館

H19 屋外トイレ整備

H20 保健室シャワースペース・教室空調 教室空調

H21

H22 プール改修・音楽室テラス・照明空調

H23 理科室空調 音楽室空調

H24 柔道場屋根修理・体育倉庫部室新設

H25

H26 プール解体・グラウンド改修 小プール追加整備

H27 新共同調理場整備

H28 校内LAN 旧共同調理場解体

H29 学童クラブ校内整備

H30 トイレ改修（各階2基）

R1 特別教室空調整備 空調改修

R2 校内LAN改修・コロナ対策改修・ジャングルジム改築 校舎・音楽室長寿命化型改修

R3 校舎長寿命化型改修 コロナ対策改修・体育館トイレ整備

R4 体育館照明修繕・体育館トイレ修繕 自転車駐輪場・野球コートベンチ 空調改修

R5 グラウンド改修

R6 グラウンド改修

R7

（３）学校施設の整備について 

学校施設整備略歴・計画 
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